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D-104 FDP（内視鏡的生検、外来手術など侵襲が比較的軽く、止血操作

が簡単・的確に行える手術においてスクリーニング検査として算定し

ている場合） 

 

《令和 4 年 9 月 26 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、内視鏡的生検、外来手術など侵襲が比較的軽く、止血操作

が簡単・的確に行える手術においてスクリーニング検査として、FDP の

算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 体内の線溶現象を反映させるため、侵襲の大きい手術を実施する場合の

モニタリングとしては有用であるが、侵襲が比較的軽く、止血操作が簡単・

的確に行える手術のスクリーニング検査では適当でないと考える。 

 


